
〇特定整備について

自動車特定整備事業は、『特定整備が他人の需要に応ずる
と自己の必要のためにすることを問わず、有償無償に係わ
らず、自動車の特定整備を継続的に、また、反復的に行う
ものをいう。』と定義づけられています。

この『特定整備』とは、エンジンやブレーキなどを取り外
して行う「分解整備」と、自動ブレーキなどに使用される
カメラやレーダーなどの調整や自動運行装置の整備を行う
「電子制御装置整備」をいいます。

特定整備の代表例
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１ ６ ７～ 分解整備 ８ 電子制御装置整備


